
■地方分権の推進に関する決議（Ｈ5.6.3 衆議院 Ｈ5.6.4 参議院） 
「 今日、さまざまな問題を発生させている東京への一極集中を排除し、国土の均衡 
ある発展を図るとともに、国民が待望するゆとりと豊かさを実感できる社会をつく 
り上げていくために、地方公共団体の果たすべき役割に国民の強い期待が寄せられ 
ており、中央集権的行政のあり方を問い直し、地方分権のより一層の推進を望む声 
は大きな流れとなっている。 
このような国民の期待に応え、国と地方との役割を見直し、国から地方への権限 
移譲、地方税財源の充実強化等地方公共団体の自主性、自立性の強化を図り、２１ 
世紀に向けた時代にふさわしい地方自治を確立することが現下の急務である。 
したがって、地方分権を積極的に推進するための法制定をはじめ、抜本的な施策 
を総力をあげて断行すべきである。 
右決議する。 」 
 
■地方分権の推進に関する意見書（地方６団体）（Ｈ6.9.26） ―抜粋― 
「 国内では、経済成長が所得水準の向上をもたらしたものの、多くの国民は、それ 
を実感できず、真の豊かさを求めようとしている。このため、成長優先の政策から 
生活重視の政策への転換が行われつつある。生活重視となれば、生活に身近な地方 
公共団体の果たす役割への期待が高まるのは当然であろう。さらに、中央集権的な 
行政の結果、首都圏への一極集中、地方における過疎化、地域経済の空洞化などの 
課題が生じており、このためにも、地方公共団体が、迅速・機敏に、きめ細かに、 
しかも自立的・総合的に活動し、生活の向上と魅力ある地域づくりに邁進できるよ 
うな機能と条件を備えてゆくべきである。 
今こそ地方公共団体は、地方自治が住民の権利と責任において主体的に形成され 
るべきという基本的観点に立って、その責務を果たすために、より足腰を強めて「自 
立する」ことが肝要である。 
 
■地方分権推進法（Ｈ7.5.19 公布） 
第一条（目的） 
「 この法律は、国民がゆとりと豊かさを実感できる社会を実現することの緊要性に 
かんがみ、地方分権の推進について、基本理念並びに国及び地方公共団体の責務を 
明らかにするとともに、地方分権の推進に関する施策の基本となる事項を定め、並 
びに必要な体制を整備することにより、地方分権を総合的かつ計画的に推進するこ 
とを目的とする。 」 
第二条（地方分権の推進に関する基本理念） 
「 地方分権の推進は、国と地方公共団体とが共通の目的である国民福祉の増進に向 
かって相互に協力する関係にあることを踏まえつつ、各般の行政を展開する上で国 



及び地方公共団体が分担すべき役割を明確にし、地方公共団体の自主性及び自立性 
を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを基本として行われる 
ものとする。 」 
第四条（国と地方公共団体との役割分担） 
「 地方分権の推進は、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる 
事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関 
する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立って 
行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点 
的に担い、地方公共団体においては住民に身近な行政は住民に身近な地方公共団体 
において処理するとの観点から地域における行政の自主的かつ総合的な実施の役割 
を広く担うべきことを旨として、行われるものとする。 」 
 
 
 
 


